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第３部  

基本計画 
 

第１部 で見つけた“南国市の明るさ ”は、 第２部 で描いた未来の“輝き”に

つながって いました。  

第３部 では、その “輝き”を実際の行動へ移していくために、 分野ごとの

施策を丁寧にまとめます。  

まちの “輝き”を実現するための具体的な姿を、とも に描いていきましょ

う。  

  

３１ 
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まもる  
 

方向性 

誰もが安心して暮らせる南国市にするために“みんなでまもる”自助力・

共助力・公助力を高めます。 
 

現状と課題 

 

【防災対策】 

東日本大震災を教訓に沿岸部では津波避難タワー

など緊急避難場所の整備が概ね完了しました。また

地震の揺れ対策として住宅の耐震改修やブロック塀

対策、家具の転倒防止対策も継続して取組が進んで

います。一方、高知県の実施したアンケート調査では

県内での早期津波避難意識率は 73.6％にとどまる

など課題が残る結果となっています。また地震によ

る揺れについては、本市で震度７が想定される面積

割合が 10.4％から 41.9％へと大きく拡がり、今ま

で以上に揺れへの対策が重要となっています。 

気象災害については、命を守るためには予め危険

が予想される場所から避難すること（事前避難）が重

要ですが、現状では「高齢者等避難」や「避難指示」の

発令を受けて避難する市民は少ない状況となってい

ます。「緊急安全確保」を待たずに安全なうちに事前

に避難することの重要性について改めて理解を深め

る必要があります。また令和８年５月からは新たな防

災気象情報の提供が始まりました。自治体の発令す

る避難情報が市民の避難行動に結びつくよう情報の

意味をしっかりと理解することが重要です。 

災害に対しては「直接死」を防ぐこととあわせて「災

害関連死」を防ぐ対策が重要です。日本各地で発生し

たこれまでの災害では多くの方が災害関連死により

命を失っています。助かった命をつなぐためには個

人・地域・行政による十分な備蓄と避難環境の整備が

重要です。大規模災害発生直後は行政による支援は

望めません。地域住民により避難所が運営できる共

助の体制を整える必要があります。そのためには共

助の要となる自主防災組織の育成と組織間の連携が 

 

不可欠です。また被災者の早期

の生活再建のために復興に向

けた事前の準備が求められま

す。 

 

【交通安全対策】 

小中学校、保育所・園、幼稚園での交通安全教室や

県民交通安全の日にあわせた街頭指導や巡回指導、

春・秋の一斉街頭指導などを継続して実施していま

す。近年では電動モビリティの登場など交通環境も大

きく変化していますので、環境変化にあわせた啓発・

実地指導を行うことが求められます。 

【防犯対策】 

地域での防犯灯の設置支援や南国地区地域安全

協会による各種防犯対策（誘拐等被害防止教室、不審

者侵入時対応訓練、学校周辺パトロール、特殊詐欺被

害防止広報啓発活動など）の支援を実施しています。 

近年は特別流動

型犯罪や特殊詐欺

手口の巧妙化など

犯罪に巻き込まれ

やすい状況が発生

しています。 
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【消防・救急体制】 

消防体制は、南海トラフ地震等大規模災害に備え、

関係機関との合同訓練や受援訓練を実施し、迅速な

災害対応の実現を目指しておりますが、近年におけ

る若者の公務員離れ対策として、職業説明会等を実

施し、安定した人材確保に努める必要があります。 

火災に対しては、地震時の水道管破損等による消

防水利の不足を補うため、耐震性貯水槽の継続整備

や既存防火水槽の修繕を進め、被害を最小限に防ぐ

必要があります。また、住宅用火災警報器は設置から

10 年以上経過し、電池切れや故障等が発生すること

が見受けられることから、本体交換の推奨など機会

を捉えて、適切な維持管理を働きかけていきます。 

救急体制は、出動件数の増加に伴い、消防力が不

足する恐れがありますので、軽症者については、救急

安心センター事業＃7119 の普及啓発を進め、救急

車の適正利用を周知していくことが求められます。 

消防団については、現在の高い充足率を維持しつ

つ、頻発する山林火災等に備えた中継放水訓練や重

機を活用した訓練を計画する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【消防広域化】 

本県の人口減少は、全国に先駆けて想定よりも早

く進行しており、将来に渡って県内の消防力を維持す

るために、消防広域化の必要性について議論が求め

られています。令和７年度に策定される高知県消防

広域化基本計画では、県内すべての消防組織を広域

連合に一元化することを目指しており、今後は、市議

会で審議されることも視野に入れ、本市として消防

広域化の必要性について判断をしていく予定となっ

ています。 
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施策の項目 

防災対策・体制の強化 

１ 

南海トラフ地震対策の推進 

南海トラフ地震（揺れ・津波）による直接死及び災害関連死を防ぐ対策を進めます。具体的には津波

からの早期避難意識率の向上を目指して避難訓練への参加者を増やす取組みを進めます。また揺

れによる被害を防ぐために家具の転倒防止や住宅の耐震化を促進するとともに、災害関連死を防

ぐために自助・公助による備蓄の充実や避難所の環境整備を図ります。また迅速に避難所の開設・

運営のできる体制の確立のため避難所開設訓練や地区自主防災連合会の組織化を実施します。 

２ 

気象災害対策の推進 

洪水や土砂災害などの気象災害から自ら命を守る行動をとることができるよう防災学習を進め、

避難情報の意味やとるべき行動を分かりやすく伝える取組を進めます。また市民自らが災害情報

を収集できるよう南国市公式 LINE や高知県防災アプリの登録を進めます。 

３ 
自主防災組織の防災力向上 

発災時に共助の要となる自主防災組織を支援・育成します。特に発災直後の応急救助や地域住民

の安否確認、また避難所の開設・運営に大きな力となる地区防災連合会の組織化に取り組みます。 

４ 
災害対策本部機能の強化 

発災時に機能する組織とするために『発災時に機能する組織を創る BX 推進計画』に基づき「危機

対応の標準化」、「推進体制の強化」、「災害対応の DX」、「訓練の実施」に取り組みます。 

５ 

医療救援計画に基づく医療救護体制の充実 

医療救護計画に基づき、災害時に迅速かつ的確な医療救護活動を行うために、研修・訓練を実施し

て対応力の向上と、救護所や救護病院との連携強化を図ります。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

市内住宅の耐震化率 74.0％ ▶ 76.7％ 
    

津波による死者数（想定） 2,800 人 ▶ ０人 
    

地震の揺れによる死者数（想定） 460 人 ▶ ０人 
    

災害関連死（想定） - ▶ ０人 
    

『防災対策・防災体制の強化』の満足度（満足＋やや満足） 

※第５次南国市総合計画策定にかかる市民アンケート 
23.7％ ▶ ３０．０％ 
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【コラム】フェーズフリー って 知ってる ？ 

フェーズフリーとは、平穏な「日常（いつも）」と、災害などの「非日常（もしも）」の２つのフェー

ズ（局面）の垣根を取り払い、「ふだん使っているものが、もしもの時（災害の時）にもそのまま役

に立つ」という考え方のことです。 

備えを特別なこと（防災）と構えるのではなく、日常の生活の質（QOL）を向上させながら、自

然と災害に強いまちを実現することが注目されています。 

 フェーズフリー先進地 徳島県鳴門市の事例  

鳴門市は、南海トラフ巨大地震などの甚大な被害が想定される中、防災・減災を喫緊の課題として

捉えています。そこで、全国の自治体で初めて「地域防災計画」にフェーズフリーの考え方を盛り込み

ました。 

さらに、総合計画や都市計画マスタープランなど、防災以外の計画にも横断的に取り入れることで、

まち全体でこの取組を推進しています。 

 道の駅「くるくるなると」  

「体験型食のテーマパーク」として賑わうこの施設は、フェーズフリー認証を受けた、ハード面にお

ける代表的な事例です。 

２階の屋外芝生広場 

日常（いつも）は… 

人工芝のスロープでそり滑りを楽しめるなど、 

親子の交流の場所 

非日常（もしも）は… 

バリアフリー設計で、24 時間いつでも避難できる 

津波避難場所 

 

 

平常時に豊富に揃えられている地元の食材や加工品の在庫は、 

非常時には避難者への貴重な食料供給源となります。 

 

 他にもこんな取組をしています！  

いつもの UZU パークにあるボルダリングのマットが 

➡もしもの時には避難者用マット（UZU ホールの壁面デザインは「津波浸水想定ライン」にも） 

いつもの算数の授業で 

➡「自分の走る速さと津波の速さの比較」など、日常の学習に防災要素をプラス 

 

フェーズフリーは、「いつも」の楽しい暮らしがそのまま、「もしも」の時の安心に変わる、 

まちのみんなが意識せずとも、自然と守られるための大切な考え方です。  
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消防・救急体制の充実 

１ 

消防体制の充実 

消防職団員の人員確保・維持に取り組み、SNS や説明会を活用して魅力ある組織づくりを進める

とともに、女性職員の登用についても前向きに検討します。さらに、救急車や防火衣など装備の

計画的な更新を行い、実効性のある業務継続体制を整えます。加えて、大規模山林火災等を想定

した長距離中継放水訓練や重機を活用した合同訓練、模擬家屋を使った燃焼実験等を通じて、災

害時の対応力を高めます。 

２ 

救急体制の充実 

救急需要の増加に対応するため、救急救命士の育成や再教育を進め、人員拡充によって複数台の

救急車を同時に出動できる体制を整えます。さらに、高知大学医学部附属病院と連携する救急ワ

ークステーションやシミュレーション訓練を通じて救急隊員のスキルアップを図ります。また、軽症

者については市内の病院で収容してもらえるように医師会等に働きかけ、救急搬送における病院

到着までの平均時間の短縮を図り、早期対応ができる救急体制を充実させます。 

３ 

消防装備・資機材の充実 

地震による断水に備えて耐震性防火水槽の設置を継続するとともに、老朽化した既存防火水槽

の点検や修繕を強化し、消火体制を整えます。さらに、消防救急デジタル無線をはじめ、衛星電話

等を適切に保守し、非常時にも支障のない通信体制を確保します。 

４ 

市民への啓発と初期対応の普及 

各種イベントや高齢者教室などを通じて、設置から 10 年以上経過している住宅用火災警報器に

ついては本体交換の推奨や、適切な維持管理を働きかけます。さらに、救命講習を開催して市民

に救命手当の知識と技術を広め、安心・安全な暮らしを支える取組を進めます。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

消防車両・救急車の更新率 97.5％ ▶ 100.０％ 
    

消防職団員数 403 人 ▶ 421 人 
    
『消防・救急体制の充実』の満足度（満足＋やや満足） 
※第５次南国市総合計画策定にかかる市民アンケート 

42.6％ ▶ 50.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲南国市消防出初式  
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交通安全・防犯・消費者トラブル対策の推進 

１ 

交通安全対策の実施 

南国市通学路安全対策連絡協議会を通じて交通安全環境の課題を把握・改善し、子どもたちが安

心して通学できる環境を整えます。地域住民の協力を得て「飛び出し注意看板」を設置する等、交

通安全の確保につなげます。 

２ 

交通安全教室・指導の充実 

小中学校、保育所・園、幼稚園での交通安全教室を通じて自ら交通事故から身を守ることのできる

子どもたちを育てます。また春秋の全国交通安全運動に併せた一斉該当指導、毎月 20 日の県民

交通安全の日に併せた該当指導や市内巡回を通じて市民の交通安全意識の向上を図ります。 

３ 

防犯対策の推進 

地域による防犯対策（防犯灯の設置）の支援を通じて安心して暮らせる環境の整備を図ります。ま

た南国警察署と連携し防災行政無線による注意喚起放送を実施しすることにより特殊詐欺被害

を未然に防ぎます。 

４ 

地域安全活動の推進 

南国地区地域安全協会による各種防犯対策活動（誘拐等被害防止教室、不審者侵入時対応訓練、学

校周辺パトロール、特殊詐欺被害防止広報啓発活動など）の支援を通じて犯罪の撲滅を進めます。 

５ 

消費者トラブル対策の推進 

多様化する消費者トラブルに対して、国民生活センター等の研修へ積極的に参加し、消費者トラブ

ルへの対応力の向上を図り、特殊詐欺被害等防止のため啓発活動を積極的に行います。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

交通事故の死者数 ２人 ▶ ０人 

 

関連計画 南国市地域防災計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲秋の交通安全運動  
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ささえる  
 

方向性 

支援を必要とする人や、すべての世代を“ささえる”体制を強化し、誰も

が自分らしく元気に暮らし続けられる南国市を目指します。 

 

現状と課題 

 

【地域福祉と相談支援体制の強化】 

民生委員・児童委員からの家庭状況の報告や協議

会活動の再開により、相談援助体制の基盤は維持さ

れています。 

一方で、地域福祉の担い手不足や活動基盤の弱体

化が進みつつあり、地域での支えあいの仕組みをど

う維持・拡充するかが問われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子ども・子育て支援の充実】 

保育施設や学童クラブの整備、医療費無償化の拡

大などにより、子どもと家庭を支える仕組みが充実し

ています。児童虐待防止ネットワークや多機関連携に

よる相談体制も整備され、必要な支援につなげる体

制が進んでいます。 

一方で、発達相談や子育て支援のニーズが年々増

加しており、利用希望者の多様化、長時間化が進んで

います。そのため、支援体制を担うスタッフの確保が

追いつかず、人員不足が課題となっています。 

【高齢者が安心して暮らせる地域づくり】 

介護予防活動やシルバー人材センターの活用を通

じて社会参加を促進し、地域密着型サービスや認知

症初期集中支援チームの設置により、住み慣れた地

域で暮らし続けられる体制が進められています。 

一方で、介護予防

活動や通いの場の縮

小傾向がみられ、地

域の支援ネットワーク

を維持するための人

材確保が課題となっ

ています。 

【障害のある人への支援の充実】 

相談支援体制や虐待防止センターを整備し、関係

機関と連携した対応を進めています。 

一方で、障害者相談員の不足や支援の地域差が課

題となっており、誰もが安心して暮らせる体制づくり

のためには、相談機能と専門人材の強化が必要で

す。 

【健康・医療体制の充実と予防の推進】 

健診や保健指導の拡充、感染症対策、在宅医療の

推進、公的病院や休日当番医制度の整備により、市民

の命と健康を守る基盤が維持されています。 

一方で、健診・がん検診の受診率の低迷や、若年層

への健康意識啓発の不足、精神疾患や自殺対策の取

組の弱さが課題となっています。 

災害時の医療救護体制や福祉避難所の備蓄・通信

環境の整備も不十分であり、改善が求められます。 
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施策の項目 

地域共生に向けた福祉施策の充実 

１ 

つながりを支える相談・支援体制の強化 

あったかふれあいセンターを活用し、重層的相談支援体制整備事業を推進します。参加支援やア

ウトリーチ支援を効果的に実施し、支援が必要な人を地域で早期に把握・対応できる体制を整え

ます。また、南国市社会福祉協議会と連携し、ひきこもりなど生きづらさを抱える人への切れ目

のない支援を進めます。 

２ 

地域で支えあう仕組みづくり 

民生委員・児童委員の活動支援を進め、市政懇談会や中学校区ごとの意見交換会などを通じて、

関係機関との情報共有を強化するとともに、地域福祉活動を支援します。虐待や子育ての困りご

となど、多様な課題に地域で対応できる見守り体制を整え、地域共生社会の実現を目指します。 

３ 

高齢者の地域生活支援と地域包括ケアの推進 

誰もが年を重ねても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、フレイル予防や「南国市

リエイブルメントパッケージ」の推進などによる介護予防と在宅生活の支援を進めます。地域包括

支援センターを中心に、医療・介護・福祉が連携した支援体制を整え、日常生活の困りごとや相談

に寄り添う仕組みを充実させます。また、認知症の当事者や家族を地域全体で見守り、交流や社

会参加の機会を広げることで、いくつになっても自分らしく暮らせる地域づくりを目指します。 

４ 

障害のある人への支援の充実 

相談支援専門員や事業所の不足に対応するため、県や関係機関と連携して人材確保と支援ネット

ワークを強化し、障害福祉サービスの充実を図ります。自立支援協議会を中心に課題を共有し、

障害児・者やその家族への相談・養育支援を充実させるとともに、学校や関係機関と連携して発

達支援や学びの機会を支えます。 

５ 

誰もが活躍できる共生社会の実現 

年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが地域の一員として役割を持ち、支えあいながら生きがい

を感じて暮らせる環境づくりを進めます。シルバー人材センターなど関係団体と連携し、高齢者や

障害のある人の社会参加と就労機会を広げます。また、権利擁護や相談体制を含めた包括的な

支援により、すべての人が尊厳を持って自分らしく暮らせる地域共生社会を目指します。 

６ 

災害時における要配慮者への支援体制整備 

個別避難計画の登録・更新を促進し、要配慮者支援や地域支援組織の共助力向上を図ります。ま

た、要医療者への対応や福祉避難所の運営訓練を通じて、災害時にも安心して暮らせる体制を整

備します。 

７ 

権利擁護と社会保障の充実 

成年後見制度をはじめとする権利擁護支援の周知を進め、南国市権利擁護センターを中心に、判

断能力が不十分な人や高齢者・障害者の生活を支える体制を強化します。また、被保護世帯や生

活困窮者に対する個別支援を通じて自立を促し、社会保障制度の持続可能性を高めます。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

『地域共生に向けた福祉施策の充実』の満足度（満足＋やや満足）  

※第５次南国市総合計画策定にかかる市民アンケート（『地域福祉の充実』） 
15.4％ ▶ 38.0％ 
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子育て支援の充実 

１ 

子育て支援サービスの充実と子どもの居場所づくりの推進 

保育サービスや放課後児童対策のニーズに対応するため、保育施設の整備やサービスの質の向

上を図るとともに、放課後の子どもの居場所づくりを推進します。 

２ 

地域における子育て支援の充実 

要保護児童対策地域協議会に加え、社会福祉協議会など地域福祉団体とも連携を深め、日常業

務や研修を通じて関係を強化します。これにより、多機能・多職種の機関が協働して子どもや家庭

の課題に対応し、改善につながる相談・支援体制の構築を進めます。 

３ 

子育てに関する経済的支援の充実 

保育料の負担軽減や副食費の無償化を継続するとともに、18 歳までの医療費無償化を引き続き

実施し、子育て世帯の経済的負担を軽減します。 

４ 

児童家庭相談・支援体制の充実 

こども家庭センターにおいて、すべての妊産婦や子育て世帯、子どもを対象に一体的な相談支援

を行い、状況を継続的・包括的に把握しながら、関係機関と情報共有・協働を進めます。 

５ 

母子保健の充実 

養育支援が必要な家庭や育児不安のある家庭に対して、多職種によるカンファレンスなどで方向

性を共有しながら、妊娠期から切れ目のない支援を行います。また児童発達フォロー体制として、

のびのびるーむやにこにこルームなどの親カウンセリング教室や集団での発達状況を見るための

園訪問でも、保健師や公認心理師、保育士などの見立てにより支援体制の充実を図ります。さら

に、保育園（所）や幼稚園と連携し、乳幼児健診の未受診者勧奨や予防接種の勧奨を行い取りこぼ

しのないよう努めます。 

６ 

若い世代の結婚等の希望をかなえる支援の推進 

現在実施している少子化対策や結婚支援事業を引き続き推進し、安心して結婚・出産・子育てが

できる環境づくりを進めます。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

合計特殊出生率（ベイズ推定値） 
1.52 

（H30～R４） 
▶ １．８０ 

    

保育待機児童数 ０人 ▶ ０人 
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健康で安心して暮らせる体制づくり 

１ 

健康づくりと予防の推進 

生活習慣病の発症・重症化を防ぐため、健診・保健指導の受診率向上やフォローアップ体制を充

実させます。夜間・休日健診や Web 予約導入など働き世代も受診しやすい仕組みを整えるとと

もに、全世代を対象に食育・運動・禁煙など健康行動を促進します。 

２ 
こころの健康の支援 

依存症・うつ病・自殺予防などの精神保健対策を推進するとともに、きらりフェアなどを通じて市

民の理解を深めます。 

３ 
暮らしの支援 

生活困窮者への相談支援を充実させ、関係機関との連携により多様な課題に対応できる仕組み

を整えます。 

４ 

国民健康保険の健全運営と医療費の適正化 

国民健康保険の適正運営を継続し、データヘルス計画に基づく分析やレセプト点検体制の強化を

進めます。生活習慣病の重症化予防、ジェネリック医薬品の利用促進、重複多剤者への支援など、

医療費の適正化と健康寿命の延伸を一体的に進めます。 

５ 

地域医療体制の整備と在宅医療の推進 

医師会や公的病院と連携し、在宅医療・訪問看護を含む地域包括ケア体制を強化します。医師不

足や医療機能の偏在に対応するため、医療機関・介護事業所・行政が連携し、切れ目のない医療

提供体制を構築します。あわせて、休日夜間の当番医制度や救急医療体制の維持・充実を図りま

す。 

６ 

災害・感染症への対応力強化 

感染症や災害時に備え、医師会・福祉保健所との連携をもとに、救護所設置病院の備品整備や訓

練を実施します。新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、予防接種や感染症情報の適切な周

知を行い、市民が安心して暮らせる環境を整えます。 

 

関連計画 

南国市子ども・子育て支援事業計画 
南国市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画 
南国市障害者基本計画・南国市障害福祉計画・南国市障害児福祉計画 
健康なんこく２１計画 きらり 
南国市地域福祉計画・地域福祉活動計画 
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ととのえる  
 

方向性 

都市基盤や生活環境を計画的に“ととのえ”、持続可能で快適に暮らせ

る南国市を目指します。 

 

現状と課題 

 

【交通・移動手段の確保】 

交通安全施設や都市計画道路の整備を進めるとと

もに、コミュニティバス、予約型乗合タクシー、空港乗

合タクシーなどを導入し、交通空白地の解消と利便性

向上を図ってきました。運転手の不足が深刻な課題

となっています。 

【住宅の安全性と環境維持】 

住宅政策では、耐震改修や長寿命化改修を進めて

きましたが、老朽住宅や不法投棄への対応が十分で

はなく、安全で快適な居住環境づくりが引き続き必

要です。 

【都市基盤と空間整備の推進】 

駅前広場や都市計画道路の整備などを推進し、地

区計画の活用や空き家対策にも取り組んでいます。

一方で、担当体制の不足や所有者への働きかけの難

しさ、新規空き家発生の抑制が課題となっています。 

【土地利用と移住・定住の促進】 

都市計画マスタープランや立地適正化計画に基づ

き、地区計画や空き家の利活用などを進めながら地

域の維持・活性化を図っています。また、移住支援補

助金や地方創生移住支援金の交付、ポータルサイトや

SNS による情報発信により、交流人口の拡大や定住

促進に一定の成果を上げています。 

【環境保全と資源循環の推進】 

ごみの分別や資源化、処理施設の延命化を進め、

広域清掃工場での売電や環境学習に一定の成果が見

られます。一方で、不法投棄の発生や施設の老朽化対

応が今後の重要な課題となっています。 

【上下水道の機能強化】 

耐震補強や布設替えを進めているものの、物価高

騰の影響により施工量が減少しています。また、未普

及地域への対応も必要であり、持続可能な水道サー

ビスの維持が求められています。 

【デジタル基盤の整備】 

令和８年度を始期とする第２次南国市 DX 推進計

画を策定し、行政 DX や

デジタル活用に向けた

各分野への働きかけ、

環境整備を推進してい

ます。災害情報共有シス

テム、衛星通信の整備を

令和７年度に実施して

おり、今後も、災害時の

通信確保体制を進めま

す。 
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施策の項目 

都市機能・土地利用の充実 

１ 

道路・交通ネットワークの整備 

市道・都市計画道路等の整備を計画的に進め、通学路や歩行空間の安全性を高めます。また、交

通弱者の移動手段確保に努め、利便性の高い交通環境を形成します。 

２ 

中心市街地・公園の整備と景観形成 

駅前広場の整備により公共交通の結節機能を高め、にぎわいと利便性を両立した中心市街地を

形成します。公園の整備や花いっぱい運動など、市民との協働による緑化・景観活動を支援しま

す。 

３ 
土地利用の最適化 

地区計画や開発許可基準の適正な運用を通じて、環境と調和した土地利用を促進します。 

４ 

地籍調査の推進 

地籍調査により土地に関する基礎的情報を整備することで、社会資本整備の円滑化、事前防災対

策や被災後の迅速な復旧・復興、森林施業の効率化、土地取引の円滑化等の効果があります。こ

のため、市全域で地籍調査を積極的に進めます。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

市道改良率 51.8％ ▶ ５3．5％ 

 

住環境整備と移住・定住の促進 

１ 

住宅の安全性向上と環境整備 

住宅の耐震化や長寿命化を進め、安全で快適な住まいを確保します。空き家除却や再生を支援

し、老朽住宅の発生抑制と中山間地域も含めた景観保全を図ります。 

２ 

空き家の活用と移住・定住促進 

集落定住エリアでの空き家活用住宅やお試し住宅の整備を検討し、移住希望者の受け皿を充実さ

せます。民間不動産事業者と連携し、移住希望者と地域のマッチングを推進します。また、移住支

援補助金・地方創生移住支援金などの制度を活用し、情報発信を強化します。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

県外、市外からの移住世帯数 285 世帯 
（R２～R６） ▶ 

６００世帯 

（R８～R１２） 
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環境保全の推進 

１ 

地球温暖化対策と脱炭素社会の推進 

2050年ゼロカーボンシティの実現を目指し、温室効果ガス排出量の削減を推進します。公共施

設や家庭・事業所での省エネ化、再生可能エネルギーの導入支援を進め、地域全体で脱炭素化を

図ります。クールチョイス運動や環境学習の充実を通じて、市民・事業者・行政が一体となった温

暖化防止活動を促進します。 

２ 

省エネルギーと再生可能エネルギーの推進 

高効率機器（LED、空調、給湯、燃料電池等）の導入を促進します。公共施設における再エネ由来

電力の活用を拡大し、住宅・事業所でのZEH／ZEB・HEMS導入を支援します。太陽光発電や木

質バイオマス等の再エネ導入を進め、地域エネルギーの地産地消を推進します。 

３ 

廃棄物の減量化と適正処理の推進 

ごみの分別と減量化を推進し、外国語版パンフレットの作成などにより分別ルールの周知を強化

します。不法投棄や野焼きを防止するためのパトロール・看板設置を進め、関係機関との連携によ

る監視体制を充実させます。災害廃棄物処理計画を定期的に見直し、災害時の迅速な処理体制

を整えます。 

４ 

ごみ処理・環境施設の維持管理 

廃棄物最終処分場、可燃ごみ処理施設、し尿処理施設について、長寿命化計画に基づく点検・改

修を実施し、施設の延命化と安定稼働を図ります。環境センターでは災害時のし尿処理拠点とし

て、災害復旧計画を定期的に見直し、一時的な受入先や一時保管場所などもあわせて検討してい

きます。今後も施設整備・更新に係る長期的な資金計画を策定し、持続可能な運営体制を確立し

ます。 

５ 

自然・水環境及び上下水道の整備 

森林や河川、海岸などの自然環境を保全し、市民や事業者との協働による清掃・美化活動を推進

します。上下水道施設の耐震化・布設替えを計画的に進め、安定した水供給と安全な排水処理を

確保します。下水道・雨水整備により内水氾濫を防止し、気候変動に強い都市インフラを構築しま

す。合併浄化槽設置の補助制度を活用して生活排水処理人口を拡大し、水質保全と循環型社会の

実現を図ります。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

二酸化炭素排出量 3,452ｔ－CO２ ▶ 2,763ｔ－CO２ 
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情報ネットワークの整備 

１ 

行政 DX の推進 

行政手続のオンライン化を進め、電子申請や電子決済を活用し、スマートフォンから 24 時間利用

できる「手のひら市役所」を実現します。また、マイナンバーカードの利活用や AI・RPA 等の導入

により、業務効率化と利便性向上を図ります。 

２ 
災害対応・防災 DX の推進 

災害時における通信環境を確保するため、Wi-Fi 整備や衛星通信網の整備を進めます。災害情報

共有システムを活用し、迅速な情報共有と対応体制を強化します。 

３ 
地域 DX と産業・教育分野のデジタル化 

スマート農業や医療・福祉・子育てなど、地域課題の解決にデジタル技術を活用します。また、 

GIGA スクール構想の推進により、教育分野の ICT 環境も整備します。 

４ 
デジタルインフラと通信基盤の整備 

光回線や５Ｇ通信の整備を進め、地域間の情報格差を解消します。公共交通のデジタル化を図り、

誰もが快適に利用できる情報通信環境を整備します。 

５ 
情報セキュリティと人材育成の推進 

情報資産の安全な管理体制を確立し、サイバーセキュリティ研修や CSIRT による訓練を実施し

ます。DX 推進員の育成を通じて、持続的にデジタル化を推進します。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

行政手続オンライン化率 

（デジタル庁調査：国民の利便性向上に資する手続き等） 
６８.0％ ▶ ８０.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連計画 

南国市 DX 推進計画 
南国市都市計画マスタープラン 
南国市立地適正化計画 
南国市地球温暖化対策実行計画 
南国市地域公共交通計画 
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まちづくり目標２ 

 

 

 

つくる  

そだてる  
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つくる  
 

方向性 

農林水産業や商工業、観光業を支え、雇用と活力を生み出す持続可能で

豊かな地域を“つくる”南国市を目指します。 
 

現状と課題 

 

【農業】 

農業は本市の基幹産業で、稲作や露地野菜はもち

ろん、温暖な気候を利用した施設園芸が特に盛んで

す。しかし、担い手の高齢化や後継者不足による耕作

放棄地の増加が懸念されており、農業従事者の確保

が課題となっています。国営ほ場整備事業を契機と

して収益性の向上や付加価値の高い品種の栽培、販

路拡大に取り組むなど「稼げる農業」の実現を目指し

ています。 

【生産性向上と技術導入】 

施設園芸における環境制御技術の導入や集約化さ

れた農地でのドローンの活用など、スマート農業への

転換を支援することで効率化と生産性向上を図って

いますが、設備投資にあたっては、導入コストや不安

定な収益、後継者不足などが課題となっています。 

【販路拡大と地産地消】 

市内小学校の給食用食材として地元野菜の供給を

続けることで地産地消の啓発が図られ、農家レストラ

ン「まほろば畑」は、地域の食文化発信拠点として定

着しました。販路拡大には、生産の維持拡大、出荷、流

通における施設整備などが必要です。 

【林業・水産業】 

林業については、作業道の整備や境界の明確化など、

森林の多面的な機能を十分に発揮させるための適切

な管理が課題となっています。水産業については、市

内に３漁協が存在し、主にシラス漁業を行っています

が、後継者育成や組織の強化が必要です。 

【商工業の活性化】 

本市の商工業は、製造業・小売業・サービス業が幅

広く展開し、地域経済の基盤を形成しています。 

商工会や中心市街地振興協議会と連携し、空き店舗 

を活用した創業支援や特産品の開発・販路拡大に取り

組んでいます。２０2５年度前期の連続テレビ小説「あ

んぱん」（ＮＨＫ）の放送は特産品の開発や事業者の参

入が生まれるなど、地域産業の振興に向けた動きにつ

ながりました。 

また、ものづくりワークショップの開催や市内もの

づくり企業による制作物の展示など、地域産業の魅力

発信にも取り組んでいます。 

一方では、活用可能な空き店舗数が限られているこ

とに加え、中心市街地への来訪者を継続的に呼び込む

仕組み作りが十分ではありません。 

さらに、人口減少や消費行動の変化に加え、資材や

エネルギー価格の上昇、人材確保の難しさなど、経営

環境に関わる課題が顕在化しています。 

こうした状況を踏まえ、地域資源やものづくり企業

の強みを生かしながら、商工業の活性化を総合的に進

めていく必要があります。 

【観光振興】 

観光協会や物部川ＤＭＯ協議会、観光施設連絡会

を中心に事業者間連携を強化し、観光 PR 動画の制

作やイベントの同日開催により集客力を高めていま

す。また、連続テレビ小説「あんぱん」の放送を契機

に、「やなせたかしが育ったまち」として情報発信や観

光資源の磨き上げに取り組み、知名度や誘客効果が

高まっています。一方で、「歴史のまち」、「ものづくり

のまち」としての魅力の磨き上げや、継続的な誘客・

周遊促進の仕組みづくりが今後の課題です。 

【雇用対策】 

事務系職種をはじめ、製造・物流・サービスなど多

様な業種・職種の誘致に努めています。 

また、県やハローワークと情報共有を図り、職業訓

練等に関する情報提供や広報を強化し、就労を支援

します。   
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施策の項目 

農林水産業の振興 

１ 

稼げる農業への転換 

本市の基幹産業である農業は、シシトウ・ピーマンなどの施設園芸を中心に高い生産力を有して

いますが、高齢化や担い手不足が深刻化しています。認定新規就農者から認定農業者へのステッ

プアップ支援や、環境制御技術・スマート農業の導入を推進し、収益性の高い「稼げる農業」への転

換を図ります。 

２ 
持続可能な担い手づくり 

南国市担い手育成総合支援協議会や関係機関との連携強化により、担い手確保、育成の取組を

進めます。 

３ 

生産基盤の強化と資源循環型農業の推進 

国営ほ場整備事業を中心に農地集積と生産基盤の強化を推進し、生産の安定化を図ります。ま

た、耕畜連携による WCS の生産・利用拡大、化学肥料使用量の低減に取り組み、環境負荷を抑

えた持続的な生産体制の構築と資源循環型農業の取組を進めます。 

４ 

地域を支える直販拠点と地産地消の拡大 

地域の販売拠点である直販所や食文化の発信拠点である農家レストランの機能向上を支援し、地

元産品のブランド価値を高め、地域経済に還元される仕組みをつくり、生産者と消費者をつなぐ

交流の輪を広げます。 

５ 

森林・水産資源の適正管理 

森林環境譲与税を活用して境界明確化や間伐を進め、林業の公益的機能と生産性を高めます。ま

た、水産業については、市内３漁協や関係者と連携して水産資源の適正管理、漁業組織の強化を

図ります。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

南国市産野菜（シシトウ、ニラ、ピーマン）の生産拡大 
2,261.1ｔ 

（R5.9～R6.8） 
▶ 2,648ｔ 

（R11.9～R12.8） 
    

新規就農者数 2９人 
（R２～R６累計） ▶ 

３０人 

（R8～R12 累計） 

 

  

▲ししとう 

▲四方竹 

▲パプリカ ▲直販所（風の市） 
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企業立地の推進 

１ 

新産業団地の整備と新たな立地促進 

南国日章産業団地の未分譲区画の売却を着実に進めるとともに、県との共同開発による新たな

産業団地の整備に取り組みます。あわせて、都市計画マスタープランで位置づける産業立地検討

エリアを中心に、民間開発の促進につながる制度の活用等を図り、企業立地を進めます。 

これらを通じて、交通利便性に優れた本市の強みを最大限に生かし、企業立地の促進と新たな雇

用創出を図ります。 

２ 

企業誘致の推進 

高知龍馬空港や高知自動車道への近接性、鉄道・路面電車の利用が可能な公共交通の充実とい

った地理的特性を生かし、市内外の企業に対する情報発信や訪問活動を強化します。 

製造業、運輸業のほか、事務系分野など、多様な業種の誘致に取り組むとともに、立地検討段階

から操業開始まで一貫した支援体制を整え、企業が進出しやすい環境の構築を目指します。 

また、誘致後も企業への継続的なフォローアップを行い、設備更新や事業拡大といった成長段階

に応じた支援を行うことで、操業の継続化と地域経済への定着を図ることで、さらなる雇用創出

と地域経済の活性化につなげます。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

新たに誘致・創業した企業数（既存企業の規模拡大を含む） 
４社 

（R３～R７の累計） 
▶ ７社 

（R８～R１２の累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲南国日章産業団地 
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▲ものづくりサポートセンター 

（海洋堂スペースファクトリーなんこく） 

▲シャモ鍋 

▲中心商店街の様子 ▲メロンとあんこの 
帽子パン 

▲ごめんしょうがパイ 

 

商工業の振興 

１ 

ものづくり産業の振興 

製造業者の受注拡大と販路の多様化を図るため県、近隣自治体、産業支援機関と連携し、商談

会・展示会への出展支援、ビジネスマッチングの促進などに取り組みます。 

また、学校と連携し、若い世代がものづくりの魅力に触れる機会を広げることで、地域産業を支

える人材の育成につなげます。 

２ 

企業経営・創業支援の充実 

県、商工会、産業振興センター等の支援機関と連携し、製造業や小売・サービス業など商工業全体

の経営改善や新事業展開、事業承継に向けた相談・伴走支援を強化します。 

また、創業支援事業計画に基づき、創業者の育成、創業支援体制の拡充、事業立ち上げ後のフォ

ローを推進し、多様で新たな事業や業種が生まれる環境づくりを目指します。 

これらにより、持続可能で活力のある商工業の発展を目指します。 

3 

中心市街地・商店街の活性化 

中心市街地における空き店舗の活用を通じて、創業を支援し、新規ビジネスの創出や商店街のに

ぎわいを生み出します。商工会や中心市街地振興協議会などと連携し、創業希望者への相談体制

や事業化支援を強化するとともに、再整備と連動したまちづくり（もしくは「商業環境の形成」）を

図ります。 

また、国内外に高い知名度を有し、大きな情報発信力を持つ海洋堂の関連施設である、ものづく

りサポートセンター（海洋堂スペースファクトリーなんこく）を活用し、ものづくりに関わる人材の

育成とともに、中心市街地への観光誘客の促進を図ります。 

４ 

地域資源を生かした商品開発と販路拡大 

地域資源を生かした特産品や新商品の開発支援を進めるとともに、商工業者の販路拡大やプロ

モーション活動を積極的に推進します。 

商工会や観光協会など関係団体と連携し、連続テレビ小説「あんぱん」の放送を契機とした認知度

向上、特産品と観光を組み合わせた一体的な情報発信を図ります。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

製造品出荷額 885 億 4,000 万円 ▶ 991 億円 

    

年間販売額 
2,338 億円 

(推計値) 
▶ 2,６８０億円 

(推計値) 
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観光の振興 

１ 

観光推進体制の強化と地域連携の推進 

南国市観光協会や物部川 DMO 協議会、市内観光関連事業者で構成する南国市観光施設連絡会

を中心に連携体制の強化を図り、地域一体となった観光振興を推進します。 

２ 

観光資源の磨き上げとプロモーションの推進 

歴史遺産や食文化などの地域資源を磨き上げるとともに、体験型観光など滞在時間延長につな

がる商品の開発を強化します。さらに「やなせたかしが育ったまち」「歴史のまち」「ものづくりのま

ち」としての魅力の磨き上げや、情報発信を強化します。 

３ 

新たな観光拠点を活かした周遊促進 

ものづくりサポートセンターを観光・地域振興の拠点として活用し、中心市街地や市内観光施設と

の連携による周遊を促進します。施設内外でのイベント情報について、チラシやデジタルサイネー

ジを活用した情報発信を進めます。 

４ 

多言語化と受入環境の整備 

観光情報サイトやパンフレットの多言語化を推進し、外国人観光客にも対応できる情報発信と受

入環境の整備を行い、観光客が快適に滞在できる環境づくりを進めます。 

５ 

参加・体験型観光の推進 

地域の自然・歴史・文化を活かした参加型・体験型観光を推進します。市内外の観光事業者・団体

が主催するイベント等を支援し、交流人口の拡大と地域の魅力発信につなげます。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

物部川エリアでの観光総消費額 61 億 4,000 万円 ▶ ８７億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲長宗我部フェス                  ▲ものべすとお笑いステージ 
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雇用対策の推進 

１ 

就労支援の充実 

県やハローワークと情報共有を図り、就職に役立つ職業訓練等に関する情報提供や広報を強化

し、就労を支援します。 

２ 

多様な働き方・職種の創出 

事務系職種をはじめ、製造・物流・サービスなど多様な業種・職種の誘導を進め、求職者の希望に

応じた就労機会を確保に努めます。また、女性・若者・シニアなど、ライフステージに応じた柔軟な

働き方を支援します。 

３ 

中小企業の福利厚生支援 

（公財）高知勤労者福祉サービスセンターの運営支援や加入促進を行い、中小企業の福利厚生向

上を支援し、従業員の定着を図ります。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

市内就業者数 

令和７年国勢調

査の結果を基

に設定 

▶ 
令和７年国勢調

査の結果を基

に設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連計画 地域計画（地域農業経営基盤強化促進計画） 
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  そだてる  
 

 

方向性 

地域に学びと交流の場を育み、教育・スポーツ・文化を通じて、誰もが健

やかに学び、成長できる社会を“そだてる”南国市を目指します。 

 

現状と課題 

 

【学びの基盤づくり】 

本市では、子どもの発達段階に応じた教育の充実

と、学校・家庭・地域が一体となった学びを進めてい

ます。各中学校ブロックでは「六育の取組」をもとに特

色ある教育活動を展開しましたが、各校の好事例が

他校へ十分に共有されず、市全体としての連携強化

は課題となっています。 

【学力と ICT 教育】 

授業支援ソフトや AI ドリルを活用し、個別最適な

学びを推進しています。また、小・中・高をつなぐプロ

グラミング教育の充実を図り、探究的な学びの基盤

を整えることが求められます。 

【児童生徒の支援体制】 

いじめや不登校への対応を強化し、専門職の活用

や「SOS の出し方教育」を通じて、児童生徒の安心を

支えています。特別支援コーディネーターの配置によ

り、保幼小の連携や架け橋プログラムが進められてい

ますが、支援人材の確保が引き続き課題となってい

ます。 

【安全・施設整備と地産地消】 

学校施設の耐震化や空調整備、トイレの洋式化を進

め、安全で快適な学習環境づくりを推進しています。

通学路の合同点検やスクールガードの配置により、登

下校時の安全確保にも努めています。学校給食では、

南国市産米を使用し続け、地産地消の意識啓発を行

っています。 

【青少年の健全育成】 

登下校時の見守り活動や啓発を通じて、地域ぐる

みで子どもを支える体制を整えています。子ども会

活動では、新たに子ども会農園が始まり、地域と触れ

あう機会づくりが広がっています。人形劇キャラバン

など、継続的な体験活動も定着しています。 

【生涯学習と社会教育】 

公民館講座や文化祭の拡充を進め、高知大学・高

知高専との連携講座など、市民の学びの場を広げて

います。老朽公民館を再編した「地域交流センター

MIARE!」は、市民の交流と学びの拠点として定着し

ています。 

【図書館の充実と読書活動の推進】 

令和８年４月に開館する新図書館において、地域の

情報拠点として、また市民の課題解決に役立つ施設

として取り組んでいきます。また、子ども読書活動推

進計画に基づき、学校図書館等と連携しながら、子ど

もの読書活動の推進を図ります。 

【スポーツの推進】 

まほろばクラブ南国やスポーツ推進委員会と連携

し、生涯スポーツの普及を進めています。地域リーダ

ーの不足や施設の老朽化が課題であり、利用予約シ

ステムのデジタル化が求められます。 

【文化活動・文化財の保護】 

美術展や文化祭を通じて、市民の創作活動や発表

の場を広げています。発掘調査や現地説明会により

文化財への理解を深め、国史跡指定や保存活用計画

の策定にも取り組んでいます。 
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施策の項目 

学校教育の充実 

１ 
チーム学校の推進と六育（智・徳・体・食・才・防）の深化 

中学校ブロック単位の取組成果を横展開し、保幼小中の「連携」から「接続」へと発展させます。学

校内 PDCA を通じ、全教職員で授業改善を推進します。 

２ 

生徒支援体制の強化（いじめ・不登校・問題行動） 

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・スクールロイヤー等の専門人材を活用し、未

然防止・初期対応・継続支援を強化します。また、自殺予防のゲートキーパー研修・SOS の出し方

教育を継続・発展させます。 

３ 

キャリア教育の推進 

子どもたちが自己実現に向けて自らのスキルを可視化し、主体的に学ぶことで、県内の職種・企

業との接点を通じて地元就職を含む多様な働き方の選択肢を広げられるよう、発達段階に応じ

たキャリア教育を推進します。 

４ 
GIGA の定着と学びの個別最適化 

１人１台端末・授業支援ソフト・AI ドリルの活用を定着させます。中学校段階のテキストコーディン

グを充実させ、高校「情報」へ接続します。 

５ 

地域と連携した学校運営 

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）と地域学校協働本部を活用し、地域人材の授業参画や

体験活動の計画的な受入れを進めます。学校起点で協働計画を策定し、保護者・地域との対話を

通じて、授業改善・キャリア教育・防災学習等に地域資源を生かします。 

６ 
就学前からの切れ目ない支援（インクルーシブの推進） 

親育ち・特別支援保育コーディネーターを活用し、架け橋プログラムの運用を強化します。 

７ 
教員の働き方改革の推進 

業務を精選し、ICT と支援スタッフを活用し、部活動の地域連携を進めることで在校等時間を縮

減し、子どもに向きあう時間を確保します。 

８ 

安全・安心で質の高い教育環境 

南海トラフ地震を見据えた耐震・非構造部材対策の継続と、通学路の安全点検を防犯の観点も含

めて実施します。学校施設の長寿命化・設備更新を適正規模・適正配置の検討と一体で推進しま

す。学校給食では地元食材の活用を継続し、環境配慮型（有機・減農薬）への移行を検討します。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

全国学力・学習状況調査の正答率（主要教科）の県平均差 

小学校（国語）+2.3 

（算数）-1.4 

中学校（国語）-3.1 

（数学）-4.5 

▶ 小学校（国・算）+３％ 

中学校（国・数）+１％ 
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地域教育の充実と青少年健全育成の推進 

１ 

地域学校協働本部及びコミュニティスクールの推進 

学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育てる活動を推進します。より多くの地域

住民が参画できる体制を整え、学校教育の充実、生涯学習社会の実現、地域の教育力の向上につ

なげます。 

２ 

地域参画とキャリア教育の接続 

地域学校協働本部（CS）を核に、地域人材や地元企業の参画を促進し、職場体験・ジョブシャドウ・

地域人材授業を計画的に実施します。児童生徒・学生が自らのスキルを地元の職種・企業に結び

つけて理解できるよう、学校教育と連動してキャリア教育の実践機会を拡充します。 

３ 

大学・高校サークル等の地域活動支援 

本市所在の高校・大学等の生徒・学生が地域と連携して行う、市内での観光や福祉をはじめとす

る地域活動を支援します。受入団体との協定・マッチングを進め、活動費助成や情報提供を通じ

て、継続的な参画機会を創出します。 

４ 
環境美化活動の実施 

駅駐輪場の整理や合同での公園清掃活動を関係機関・学校と連携して実施し、地域の環境美化と

連携強化を進めます。 

５ 
健全育成の活動支援 

子ども会連合会や人形劇キャラバン、子ども会農園などの活動を支援し、子どもや親子の交流の

場を守ります。 

６ 

青少年の非行防止 

登下校時のパトロールや地域補導員の活動を継続し、夏祭りなど地域行事でも補導を行います。

あわせて、PTA 広報誌や市広報紙を通じて青少年の健全育成と非行防止の啓発を進め、各強調

月間での取組も継続します。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

本市所在の高校、大学等の新卒者の市内就労者数 
57 人/年 

（R2～R６平均） 
▶ 90 人/年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲職場体験  
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生涯学習の推進 

１ 

多様な生涯学習機会の提供 

公民館と連携して市民の学習ニーズを把握し、多様な講座を通じて学習機会を広げます。また、

学校とも協議し、学びを地域貢献へとつなげられる講座の開催に努めます。 

２ 

公民館の適切な維持管理 

非構造部材の耐震化が未完了の公民館について、引き続き耐震化工事を進め、安全性の向上を

図ります。 

３ 

図書館機能の充実と読書活動の推進 

新図書館の整備を進め、開館後は利用者の増加が見込まれるため、読書活動の推進だけでなく、

市民の課題解決を支援できる図書館機能を充実させ、精査しながら蔵書の構築を進めます。あわ

せて、「子ども読書活動推進計画」の策定を進め、新図書館を活かした子どもの読書活動や課題

解決支援に取り組みます。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

図書館来館者数 29,326 人 ▶ 124，0００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲南国市立図書館  
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スポーツ活動の充実 

１ 

スポーツ活動の普及促進 

各団体と引き続き連携し、市民のスポーツ活動への参加を促進します。あわせて、各種媒体を活

用した情報発信を継続し、幅広い層への周知を図ります。 

２ 

スポーツ団体・指導者の育成 

総合型地域スポーツクラブやスポーツ推進委員協議会と連携し、スポーツ推進委員以外の地域ス

ポーツリーダーの発掘と育成に取り組みます。 

３ 

スポーツ施設等の利便性の向上 

施設の修繕については、利用者が快適に運動できるよう指定管理者と協議し、迅速に対応しま

す。また、施設利用の予約については、指定管理者やシステム業者と協議し、取り組める部分から

インターネット化を進めていきます。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

日頃から運動している人の割合 33.2％ ▶ 50.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲南国市民体育大会（武道の部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲キッズフットサル  
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文化活動・文化財保護活動の充実 

１ 

市民の文化活動への支援 

文化祭や拠点施設（MIARE! 等）の運営において DX と情報発信を強化し、利用しやすい環境を

整備します。 

２ 

文化財の保護・活用 

ほ場整備や宅地開発に伴う発掘調査に適切に対応します。価値ある文化財は国・県・市の指定を

進めるとともに、物部川 DMO 協議会や観光協会と連携して観光や学習の機会を拡充します。 

３ 

文化財保存活用地域計画の策定 

庁内横断の体制でロードマップを策定し、地域住民の意見も反映した計画策定作業を推進しま

す。 

４ 

郷土の歴史と生活文化に親しむ活動の推進 

文化財保護に関わる市民団体と協力し、周知を強化するとともに、指導者の育成と新たな担い手

の確保に努めます。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

MIARE！の利用者数 46，351 人 ▶ 56，000 人 
    

記録保存目的の本発掘調査の数 １ ▶ ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲文化財講座（戦後 80 年特別講演）        ▲文化財出前授業（長宗我部一族の寺跡）    

 

 

関連計画 南国市教育振興基本計画 
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つなぐ  

行財政 
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つなぐ  
 

方向性 

人と人、人と地域を“つなぎ”、多様性を尊重し市民参画と協働を進める

南国市を目指します。 

 

現状と課題 

 

【市民参画と協働の推進】 

本市では、市民と行政が協働してまちづくりを進め

るため、各種計画策定時にパブリックコメントや市民

アンケートを実施し、市民の意見を反映しています。

また、NPO活動やボランティア活動を支援し、地域課

題の解決や災害時の支援など、市民が活躍できる環

境整備に努めています。学生まちづくり協働事業の

実施を通じて、大学生等が地域と連携し課題解決に

取り組む事例も広がっており、若い世代の参画促進

が今後の鍵となります。 

【地域づくりと住民自治の推進】 

地域連携協議会や自治活動団体を中心に、地域の

特色を活かしたまちづくりが進められています。「小

さな集落活性化事業」では三和地区の「三和を良くす

る会」が主体となり、市民が自ら課題解決に取り組む

体制が定着しました。また、市内17団体に対して地域

活性化のための補助金を継続的に交付し、住民自治

の推進を支援しています。今後は、若い世代を含む地

域人材の育成と、行政の伴走支援の充実が課題とな

っています。 

【情報発信と広報の充実】 

「広報なんこく」のカラー化を図るとともに、ユニバ

ーサルフォントや二次元コードを導入するなど、誰も

が読みやすい紙面づくりを進めています。ホームペー

ジや SNS では情報発信を迅速化し、市民が必要な情

報を確実に得られる仕組みを整えています。今後は

双方向型の広報体制を強化し、市民の声をまちづく

りに反映させる仕組みが求められます。 

【人権尊重・男女共同参画の推進】 

本市では、市民一人ひとりが思いやりの心を持ち、

様々な立場に立って考え、お互いを理解し、多様性を

認めあい、すべての人の人権が尊重される社会の実現

を目指しています。人権講座やパネル展の開催、広報

紙での特集などを通じて人権啓発と情報発信を進めて

います。また、相談窓口の周知や関係機関との連携に

より、各種相談支援体制の充実に努めています。引き

続き市内小中学校での男女共同参画推進出前教室の

開催や、市民・職員向けの研修を通して、人権尊重・男

女共同参画について意識醸成を図っていきます。 

【多文化共生と国際交流】 

姉妹都市岩沼市との交流や、南国市国際交流協会に

よる日本語教室、私費留学生奨学支援金の交付な

ど、多文化共生の基盤づくりを進めています。技能実

習生などの外国人は増加しており、異文化を理解し

あう地域風土の形成が必要となっています。今後は、

生活支援や防災時の多言語対応など、暮らしに根ざ

した支援体制の充実が求められます。 
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施策の項目 

地域コミュニティ活動の充実 

１ 
住民自治組織の活動支援と再構築 

地域内連携の方向で体制や組織の在り方を検討し、各地域で住民自治組織の再構築を支援します。 

２ 

地域と行政との協働推進 

防犯・防災・防火、環境美化、保健衛生などの公共的活動について、自治会・町内会等の住民自治

組織が主体的に取り組めるよう、情報共有とコミュニケーションづくりを進めます。 

３ 

地域人材の育成 

多様な市民が役割分担しながら参画できる仕組みを整え、地域で活躍する人材の育成につなげ

ます。 

４ 

自治会・町内会への加入促進 

転入者に、ごみステーションや防犯灯の維持管理など自治会・町内会の役割を周知するチラシを

配付し、自治会・町内会への加入を促進します。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

「地域コミュニティ活動の充実」の満足度（満足＋やや満足） 

※第５次南国市総合計画策定にかかる市民アンケート 
１３．５％ ▶ ２５．０％ 

 

【コラム】 中山間地域のこと ―高知県中山間地域再興ビジョン ― 

高知県は県土の約９割を中山間地域が占め、県民の約４割がそこで暮らしています。 

豊かな自然や歴史、文化を有し、基幹産業である農業や林業で高知県の経済を支えてきましたが、全

国を上回るスピードで人口減少と少子高齢化が進み、地域の担い手不足という深刻な課題に直面してい

ます。 

この「負の連鎖」を断ち切り、10 年後も誰もが将来に希望を持って暮らし続けられる地域を実現する

ため、県は「若者の人口増加」を柱に据えた新たな指針として、「高知県中山間地域再興ビジョン」を策定

しました。 

柱１ 若者を増やす 柱２ くらしを支える 

若者や女性をターゲットとした移住促進や、地
元就職の支援、地域への愛着を育むキャリア
教育を推進 

移動販売やデマンド交通の導入、オンライン診
療の活用により、買い物や医療など「100％
維持される生活環境」を目指す 

柱３ 活力を生む 柱４ しごとを生み出す 

住民が主役となる集落活動センターの拡充
や、伝統的な祭り・民俗芸能を次世代へ引き継
ぐ仕組みづくりを強化 

デジタル技術を活用したスマート農業・林業の
推進や、IT・コンテンツ企業の誘致、起業・継業
の支援により、若者が魅力を感じる多様な仕
事の創出 

本市でも、生活道路や飲料水供給施設等の整備、乗合タクシー運行による公共交通の確保等により、北

部中山間地域のコミュニティ支援を行っています。  
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市民参画・協働の推進 

１ 
市民参画の推進 

各種計画の策定に際し、ワークショップ、パブリックコメント、市民アンケートを適正に実施し、意

見の反映に努めます。 

２ 
協働体制の構築 

NPO・ボランティア活動を支援し、平時・災害時ともに協働できる体制を整えます。地域の地縁組

織と連携し、地域課題の解決に向けた仕組みを検討します。 

３ 
市民活動の支援 

市民提案型の協働事業や学生まちづくり協働事業等の助成を検討・運用し、地域間交流と情報発

信を強化します。 

４ 

大学・高校サークル等の地域活動支援【再掲】 

本市所在の高校・大学等の生徒・学生が地域と連携して行う、市内での観光や福祉をはじめとす

る地域活動を支援します。受入団体との協定・マッチングを進め、活動費助成や情報提供を通じ

て、継続的な参画機会を創出します。 

５ 
オープンデータの推進 

再利用可能な形式でデータ公開を進め、地域課題解決への利活用を促進します。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

「市民参画・協働の推進」の満足度（満足＋やや満足） 

※第５次南国市総合計画策定にかかる市民アンケート 
６．５％ ▶ １８．０％ 

 

情報公開と広報広聴の充実 

１ 
市広報紙の充実 

市民の視点に立った記事構成と紙面改善を継続し、Web・SNS と連携して必要情報への到達性

を高めます。 

２ 
市ホームページの充実 

アクセシビリティに配慮した、わかりやすく魅力ある情報発信を進めます。 

３ 

ＳＮＳの活用 

親しみやすい市の PR キャラクター「シャモ番長」の特性を活かして市政情報を LINE や

Facebook 等で情報発信することで、若年層を含む幅広い世代の関心を高め、効果的な情報発

信を図ります。 

４ 
情報公開の推進 

条例・法に基づき適正な情報公開を推進するとともに、個人情報の保護など適切な情報管理に努

めます。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

「情報公開と広報広聴の充実」の満足度（満足＋やや満足） 

※第５次南国市総合計画策定にかかる市民アンケート 
１４．８％ ▶ ３０．０％ 
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人権尊重・男女共同参画の推進 

１ 

人権教育・啓発の推進 

人権週間等の機会を捉え、講座・広報・パネル展等を実施します。学校、家庭、地域、職場などを通

して、人権教育や人権啓発に取り組み、互いの立場を尊重できる環境づくりを進めます。 

２ 
男女共同参画社会の推進 

広報やパンフレット、スマイリーハート人権講座や男女共同参画推進出前教室などを通じて男女

共同参画社会実現に向けた意識啓発に努めます。 

３ 
相談支援体制の充実 

人権相談窓口を周知するとともに、関係機関や人権擁護委員等と連携し、各種相談支援体制の充

実と人権擁護の推進に努めます。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

審議会等における女性委員の割合 27.4％ ▶ 35.0％ 

 

都市交流と国際交流の推進 

１ 

姉妹・友好都市との交流と連携 

姉妹都市・宮城県岩沼市との文化・スポーツ・教育交流を推進し、相互の魅力発信を強化します。

空港所在都市として交流のある北海道千歳市や愛知県尾張小牧市との連携、その他、災害時相

互応援協定に基づく連携を深めます。 

２ 
国際交流の推進 

国際交流協会の活動を支援し、日本語教室や交流イベントを充実します。 

３ 
多文化共生の環境整備 

市内在住の外国人がより安心で暮らしやすくなるよう、きめ細やかな情報提供と相談体制や、ホ

ームページの充実を図ります。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

姉妹・友好都市交流回数 ４回 ▶ ８回 

 

 

 

 

 

 

 

関連計画 
南国市人権施策推進基本計画 
南国市男女共同参画推進計画 女性活躍推進計画 

  

国際交流活動 

宮城県岩沼市との交流 
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行財政 
 

方向性 

効率的で持続可能な“行財政”を推進し、市民に信頼される行政経営を

実現する南国市を目指します。 

 

現状と課題 

 

【信頼される市役所へ】 

本市では、国の制度改正や社会情勢の変化に対応

しながら、より開かれた行政運営を目指しています。

こども家庭センターの設置や機構改革を進めるとと

もに、南国市公共施設等手法検討本部を設置し、PFI

や指定管理などの導入方針を明確化しました。 

また、すべての予算事業を対象に成果や今後の方向

性を整理した「事務事業実績・評価報告書」を公表し、

行政の透明性を高めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人材育成と組織力の向上】 

人事評価制度を導入し、職員一人ひとりが目標を

持って働ける仕組みを整備しています。研修体系の

充実や目標管理の運用により、組織としての成長を

促していますが、評価制度の理解や定着には課題が

残されています。今後は、部署間のばらつきを解消

し、学びあいと挑戦を後押しする“育てあう職場文化”

をつくっていきます。 

【将来を見据えた財政運営】 

中期財政収支ビジョンや公共施設等総合管理計画

をもとに、限られた財源の中で必要な事業を着実に

進めています。南海トラフ地震対策事業や都市再生

整備事業など大型事業の集中により地方債残高は増

加しましたが、国の支援制度や有利な地方債を活用

し、市の負担軽減を図っています。老朽化が進む公共

施設の更新・統廃合を計画的に進め、将来世代への

負担を抑えた持続可能な財政運営を目指します。 

【広域・分野連携の推進】 

本市は、単独では解決が難しい課題に対し、周辺自

治体や企業・大学と連携して取り組んでいます。「れん

けいこうち広域都市圏ビジョン」に基づく事業や、物

部川流域での環境保全・交流促進に参画するほか、高

知大学・高知高専・民間企業との包括連携協定を通じ

て、教育・福祉・健康など幅広い分野で協働を進めて

います。今後は、分野横断的なプロジェクトの展開と、

成果を地域全体に波及させる仕組みづくりが求めら

れます。 

【もしもの時にも止まらない行政へ】 

大規模災害時にも行政機能を維持できるよう、南

海トラフ地震を想定した防災体制の整備を進めてい

ます。業務継続計画（BCP）の見直しや職員研修の充

実を図り、市民の生命と暮らしを守るための“途切れ

ない行政”を目指します。 
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施策の項目 

行政運営の充実 

１ 

行政改革の推進 

簡素で効率的な行政運営に向け、事務事業の見直し、組織の合理化・職員定員の適正化を進めま

す。公共施設の管理運営では、PFI・指定管理等の活用可能性を検討します。 

２ 

行政評価と PDCA の実効化 

事務事業評価を公表し、事業について市民の理解を求めます。評価結果の見直し・改善と翌年度

予算への反映プロセスを明確化します。 

３ 

人材の育成 

DX推進や人事評価制度により、人材育成を進め、目標とする職員像を明確にしていきます。 

４ 

情報セキュリティと文書管理の適正化 

情報セキュリティポリシーと特定個人情報保護評価を適切に運用・見直しします。電子・紙文書の

管理手順を整備します。 

５ 

情報共有・オンライン申請の整備 

ぴったりサービス・県電子申請システム等の既存基盤を活用し、住民サービスの利便性を高めま

す。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

事務事業評価の A 評価の割合 96.1％ ▶ 100.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲南国市議会  
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▲高知ヤクルト販売連携協定締結式 ▲明治安田生命寄附贈呈式 

 

財政運営の充実 

１ 

財政計画に基づく事業推進 

中期財政収支ビジョンを継続的に策定・ローリングし、公共施設等総合管理計画・個別施設計画に

より将来負担を把握して計画的に執行します。 

２ 

重要施策の選択と集中 

公債費負担の平準化を図り、普通建設事業を計画的に実施します。物価・人件費上昇下でも、評

価結果に基づき財源配分の効果を高めます。 

３ 

自主財源の充実強化 

口座振替・コンビニ収納等で納税利便性を高め、市税確保を図ります。民間活力の誘発と国県補

助・有利な地方債の最大限活用に努めます。 

４ 

公共施設ファシリティマネジメントの推進 

廃止・集約・複合化・長寿命化を計画的に進め、ライフサイクルコストの平準化と縮減を図ります。

PFI・指定管理等の手法を検討します。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

『財政運営の充実』の満足度（満足＋やや満足） 

※第５次南国市総合計画策定にかかる市民アンケート 
13.1％ ▶ １5.0％ 
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▲高知高専連携協議会 ▲覚書調印（ふるさと納税） 

 

広域行政の推進 

１ 

地域連携の推進（れんけいこうち広域都市圏・物部川流域） 

連携協約に基づき、産業・観光・人材・生活サービス等の連携事業を推進することで、エリア全体

の発展や課題の解決を図ります。物部川流域ふるさと交流推進協議会の一員として、環境保全・

交流を推進することで、地域間の相互理解を深め、調和ある発展に努めます。 

２ 

国・県との連携強化 

人口減少に伴う諸課題に対し、国・県との連携強化による広域的な解決を目指します。権限委譲

や人事交流で組織力を高め、持続可能で質の高い行政サービスを実現します。 

３ 
共同利用システムの運用 

住民情報系システムを共同利用する５市の担当者と連携し、標準化・クラウド移行を進めます（法

改正対応等を共同で実施します）。 

４ 

産学官民の連携強化 

協定に基づき、高知大学や高知工業高等専門学校との連携事業を進めるとともに、民間企業との

協定締結や連携事業を検討し、産学官民の連携を一層深めていきます。 

◆◆ 目標値 ◆◆ 

KGI：まちのゴール指標 現状値（R６）  目標値（R12） 

連携事業の実施件数 20 事業 ▶ ２１事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連計画 
中期財政収支ビジョン 
南国市公共施設等総合管理計画 
れんけいこうち広域都市圏ビジョン 
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